　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一般社団法人大阪市西区歯科医師会　選挙管理委員会細則

第１条　本細則は、本会の選挙において、選挙管理委員会について定めるものである。

第２条　選挙管理委員の数は3~5名とし、理事会の議決による承認を得て会長がこれを委　　嘱する。

第３条　選挙管理委員は、互選により委員長１名を選出する。
　　２　委員長は委員会を代表し、その業務を統括する。

第４条　選挙管理委員の任期は、選任後２年とする。
　　２　補欠として選任された選挙管理委員の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
　　３　選挙管理委員は本規約第２条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお選挙管理委員としての権利義務を有する。

第５条　選挙管理委員は在職中、定款第18条に規定する理事の候補者となったり、またはその候補者を推薦することはできない。
　　２　選挙管理委員は、選挙告示後は辞退することができない。

第６条　選挙管理委員は、選挙の執行について次の事柄を行う。
（１）立候補者の資格審査
（２）立候補受付および立候補辞退に関する事項
（３）投票事務
（４）開票事務
（５）その他の選挙に関する事柄

第７条　本細則の実施に必要な規定は、理事会で定めることができる。

附則
１　本細則は　令和３年　２月　11日より施行する。
